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千葉県運営適正化委員会設置規程 

 

 

（目的） 

第１条  この規程は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サー
ビスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、社会福祉法（昭和２６年法律第45
号）第８３条の規定に基づき、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）
が設置する 千葉県運営適正化委員会（以下「委員会」という。）について、必要な事項を定めるこ
とを目的とする。 

 

（組織等） 

第２条  委員会は、社会福祉、法律、医療の各分野に関する識見を有する者からなる委員で構 
   成し、委員の定数は１９名とする。 

２  委員の定数を変更しようとするときは、県社協会長は、委員会の意見を聴かなければなら 
   ない。 

３  県社協会長は、委員が心身の故障によりその職務に支障があると認めるとき、又は職務上 
   の義務違反等の委員たるに適しない非行があると認めるときは、委員を解任することができる。 

 

（委員の選任） 

第３条  委員は、県社協会長が別途設置する千葉県運営適正化委員選考委員会の同意を得て選 
   任する。 

 

（委員の任期） 

第４条  委員の任期は２年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間 
   とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を各１名置き、委員の互選により定める。 

２  福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する委員及び福祉サービスの提
供者を代表する委員を、委員長又は副委員長に選出することはできない。 

３  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは､その職務を代理する｡ 
 

（運営） 

第６条  委員会は、委員長が招集し、その議長を務める。 

２  委員会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決を行うことができない。 

３  委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ 
   ろによる。 

４  議長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。 

 

（部会の設置） 

第７条  委員会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ同表右欄に掲げる案件を取り扱 
   う。 

 

運営監視部会 

 

 

福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告 

 

 

 

苦情解決部会 

 

 

 

福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあっせん 

福祉サービス利用者の処遇につき不当な行為が行われていると認められる

ときの千葉県知事への通知 
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２  それぞれの部会に属すべき委員は、委員長が指名する。  
３  部会に部会長及び副部会長を各１名置き、その部会に属する委員の互選によってこれを定める。 

４  部会長及び副部会長の選出にあたっては、第５条第２項の規定を準用する。この場合にお 
   いて、同条同項中「委員長」とあるのは「部会長」に、「副委員長」とあるのは「副部会 
  長」にそれぞれ読み替えるものとする。 

５  部会長は、その部会の事務を掌理する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（部会の開催） 

第８条  部会の招集、開会及び議決等については、第６条各項の規定を準用する。この場合にお
   いて、同条各項中「委員会」とあるのは「部会」に、「委員長」とあるのは「部会長」にそれぞ 
   れ読み替えるものとする。 

２  部会長は、福祉サービス利用援助事業の利用者又は福祉サービスに関する利用者が、その 
   処遇について不当な行為が認められるなど、迅速な対応を図る必要があるときは、副部会長 
   と協議のうえ、その対応方法について専決により事務局長に指示することができる。       
                                          
（部会の議決） 

第９条 部会は、第７条第１項に規定する案件に関して審議を行ったときは、その部会の議決をもっ
  て委員会の議決とする。 

 

（事務局） 

第10条  委員会及び部会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 

２  事務局に、事務長のほか、所要の職員を置く。 

３ 事務長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 

４  上記各項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、県社協会長が別に定める。 

 

（秘密保持義務等） 

第11条  委員及び事務局の職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、そ
の職務を退いた後も同様である。 

２  委員が守秘義務に違反した場合、職務上の義務違反として解任事由にあたる。 

 

（情報公開及び事業報告） 

第12条  委員会は、その業務の運営における公正性及び透明性を確保するため、個人情報に留
意しつつ、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サービスに関する苦情
の解決ための相談、助言、調査又はあっせんに係る情報を適切に公開するよう努めなければ
ならない。 

２  委員会は、県社協の定款に定める理事会に、少なくとも年１回、事業の状況等について報 
   告しなければならない。 

 

（その他） 

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が
別に定める。 

 

附  則 

  この規程は、平成１２年７月２７日から施行する。 

附  則 

  この規程は、平成１４年３月２５日に一部改正し、同日から施行する。 

附  則 

  この規程は、平成１７年３月２９日に一部改正し、平成１７年６月６日（定款変更の認可
日）から施行する。 

附  則 

  この規程は、令和４年４月１日から施行する。 


